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観 光 に お け る ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 考 え 方
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摘 要

本論文 はユニバーサルデ ザイ ンの基本 的な考 え方 を整理 した うえで,今 までほ とん ど整理 されて無い観 光のユ

ニバーサルデザイ ンに焦点 をあてた試論 であ る。 まず観光ユ ニバーサルデザインの考 え方 をま とめ,次 に,観 光

の基本要素 として 「観光旅行行動 の円滑 性」 と 「観光旅行におけ るゆ とり」 の2つ を位置づ けた。 さらに観 光の

行動 を3陵 階のステ ップ を前提 とした上 で,利 用者(多 様 な旅行者:一 般の人 ・高齢者 ・障 がい者 ・外国人)と

供給者(地 域 ・観 光事業者 ・交通事業者 ・行 政な ど)に分 けて,ユ ニバーサルデザインの課題 を整理 した。

1.ユ ニバーサル デザイ ンの基本的な考え方

1.1バ リアフ リーデザ インとユニバーサルデザイ ン

の位置 づけ

ユニバーサルデザイ ンの意 味は私 の中で 四度変化 し

ている。一度 目は,1985年 の世 田谷の梅 ヶ丘で,で き

るだけ多 くの人が使 える道づ くりを区の人(現 在の早

稲 田の卯月先生)や コンサル タン トの人(新 居 千秋 さ

ん)と 共同作業で行 った時で ある。 この ときはバ リア

フ リー もユニバ ーサルデザイ ンもな く,多 くの人が使

いやすい施設 ・設備 を作 ることに終始 した。おそ らく,

卯月盛夫氏(当 時世 田谷 区職員,現 早稲 田専門大学校)

は この ときす でにユニバーサルデザインの言葉 を使 っ

ていた。 その意 味で 自然体のユニバーサルデザイ ンで

あ る。二度 目は,1995年 にボス トンのイ レー ン ・オス

トロフ(ア ダプティブ ・エンバイ ロメン ト・セ ンター所

長)か らユニバ ーサルデザイ ンの講義 を受 けて か らで

あ る。米 国のユニバーサル デザイ ン とは何か を,わ く

わ くして建築物や製 品を中心 としたユニバーサルデザ

イ ンを学 んだ時期であ る。 この ときはバ リア フ リーデ

ザ イン(BF)と ユニバー サルデザイ ン(UD)の 違

いを過度 に探 し求めた記憶 がある。 しか し,都 市や交

通 に関す るUDの 事例 は少 な く,UDの 意味を どの様

に考 えるか混乱 した時期 である。人に よっては,バ リ

ア フ リーは悪 い ことで,ユ ニバーサルデザインが良い

こ とであ るな どと,ま ともな人が発言す る時期 で もあ

った。 確かに米 国の場合バ リア フ リーは障がい者 に限

定 し,そ の結果 その中心的な対象 である車いす使用者
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だけ対応すれ ばよい と して,建 築物の トイ レと出入 り

口のスロープ さえ整備すれ ばよい と考 える状況があっ

た。その 当時のUDの 必 要性 は建築物の ビル を車いす

使用者だ けア クセスできる環境 ではな く,駅 や バス停

か らそ の ビル ま での 道 路 のバ リア フ リーや 案 内 図

(図 ・ピク トグラム)を 整備す ること,ま た建築物 にお

いては ビル の中に どのよ うな施設(ト イ レ・エ レベー タ

ー ・会議室 な ど)が あ るか
,位 置 を示す地図や案 内が必

要であ る,と いった整備 をす ることがユニバーサルデ

ザインである と米国では考え始 めていた。

三度 目は,都 市交通のユニバーサルデザイ ンを出版

(2001年)す るまでである。 この ときは7～8人 で2

年 間議論 し,都 市 あるいは交通 にお けるUDを 真剣 に

考 えた。事例 として米国のUDの 基本 的な考 え方 をあ

る程度 トレー ス しなが らも,都 市や交通 を良 くす るた

めの論理や事例 をみんなで考 え,探 し,作 り上げた創

作型 のUDで,必 ず しも米 国のUDを 忠実に受け止め

て提案 した ものではない。

結論 と してUDとBFは 確か に違 うが,わ が国の都

市や交通ではそれ を区別 して設計 ・計画を取 り扱 う重

要性 は少 ない。 なぜ な ら,わ が国では 「福祉 のまちづ

く り」をBFと 呼んだ に過 ぎない。つ ま り東京都 の 「福

祉 のまちづ くり」 を例に取 ると,「 福祉 のまちづ く り」

にはす でにUDの 考 え方 が入 ってお り 「す べての人 の

利用 」を前提 とし,「物心両面の実践課程」にはハー ド

とソフ トの両輪 を駆使 しで使いやす くす る継続的 な試

みが考 え方 として入 ってい る。 この点か ら,米 国のB

Fと は言葉 が同 じでも異な る概 念 と考えた方 が良い。

また交通バ リアフ リー法がで きた現在,道 路 のガイ ド

ライ ンはユ ニバーサルデザイ ンを唱え,交 通 ター ミナ
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ルのガイ ドライン もほ とん どユ ニバーサルデザイ ンを

追求 してい る。 この点か らわが国のUDは,路 面電車

の進化 した ものがLRTで あるの と同様 に,BFが 進

化 した もの としてUDを 捕 らえるこ とが 自然であ ると

筆者は考え る。 つま り日本 のユ ニバーサルデザイ ンは

バ リア フ リーデザインが進化 したもの と考 えて よい。

進 化 とは路面電車がLRT(ラ イ ト ・レイル ・トラン

ジ ッ ト)に 変わった り,高 床バ スが⇒ リフ ト付⇒ ノン

ステ ップバスに変わった りす ることを言 う。

ユ ニバーサルデザイ ン

BFの 拡 張 /
バ リア フ リー デ ザ イ ン

＼

一

図1バ リア フ リー デ ザ イ ン拡 張 の ユ ニバ ー サル デ ザ イ ン

四度 目は観光 を考え るユニバ ーサルデザイ ンで ある。

この場合,都 市や交通で考えていたユ ニバーサルデザ

イ ンを超 える概 念で捉 えなお さなけれ ばな らない こと

を改 めて感 じてい る。 その理 由は,事 前 の情報や観 光

商 品 を新 た に加 える必要 が ある と ともに,歴 史 的遺

産 ・自然地形のア クセス をどの よ うに整理す るか を新

た に考 えな ければな らない。

これ については,今 までのユニバーサルデザイ ンは

広域移動(地 域間移動)や 観 光地内の移動,宿 泊,魅

力 ある地域 を楽 しむな どの考え方はな く,む しろ新た

に考 え直 さなければな らない1)2)3)4)。

草薙氏(享 年57歳2007年5月 没す)が 考 えていた観

光 のユニバ ーサル デザイ ンの定義は,「 年齢(Age)・ 性

別(Sexuality),言 語(Language),国 籍(Nationality),能 力

(Ability)のいかん にかかわ らず,す べての人 が同質で同

等 の旅 の楽 しみ を享受で きるツー リズム」としてい る。

1.2ユ ニバーサル デザ インの考 え方

UDの コンセプ トはすべ ての人 が使 いやすい こ と。

しか も,① 公平であ ること,② 自由度が高い こと,③

単純であ ること,④ 分か りやすい こと,⑤ 安全で ある

こと,⑥ 余計 な体力 を使わ ない こと,⑦ 使 いやすい適

正 な空間 と大 き さの確保,な ど7つ の原則 があ る。(表

1)UDの7つ の原則 を都市空間の観 点か ら分類す る

と,1)機 会 平等(①),2)使 いやす さ(② ③④⑤⑥),
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3)都 市空間(⑦)の3つ に要約 できる。 これ らの概

念は今までの都市計画 ・交通計画の概念 の中には少な

く,利 用者の観 点か らの設計論,計 画論 と言 い換 える

こともでき る。しか し,こ の7つ の コンセ プ トはあま

りにも原則 的で,交 通政策や交通計画には,も う少 し

具体的かつ明確 な計画論が必要であ り,観 光地 におい

て さらに観 光計画 と一体化 した計 画が必要 であ るこ

とは間違 いない。

表1ユ ニ バー サル デ ザ イ ンの7つ の原 則4)5)

原 則 内 容

①公平な利用 さまざまな能力に人が手にすることがで

(公平性) き,利 用 で き る と。

②使用におけ 個々の選択や能力の幅広 さに適応できる

る柔軟性(自 こ と。

由度)

③単純で直感 利用者の経験や知識,言 語能力,注 意の集

的な使用(単 中度に関係なく,使 用方法が理解 しやすい

純性) こ と(使 い方 が 簡 単 で す ぐ分 か る こ と)。

④明瞭な情報 周囲の状況や知覚能力に関係なく,必 要な

(分か りやす 情報が利用者に効果的に伝達 されること。

さ) (必要な情報がすぐに理解できること。不

必要なものを省きシンプルで,直 感で分か

るデ ザイ ンで あ る こ と)。

⑤間違えに対 偶発的また思わぬ動作により誤 りや危険

する寛容(安 を最小限にすること。(デ ザインが原因の

全性) 事故 を な くす こ と。 うっ か り ミスや 危 険 に

っ な が らない デ ザ イ ン で あ る こ と)。

⑥少ない身体 最小の疲労で,効 率的かっ快適に使用でき

的負担(省 体 る こ と。(無 理 な 姿勢 を とる こ とな く,余

カ) 計な力を使わずに少ない力でも楽に使用

で き る こ と)。

⑦接近や使用 身体 寸法 や 姿 勢,モ ビ リテ ィ に 関係 な く,

のためにサイ 接 近 や,到 達,操 作,使 用 の た め に,適 切

ズ とス ペ ー ス な大きさと広さが提供されること(ア クセ

(スペ ー ス の ス しやすいスペースの広さと十分なサイ

確保) ズ の 大 き さを確 保 す る こ と)。

1.3観 光行動とユニバーサルデザイン

観光行動は,交 通計画での人の行動を捉える需要予

測が極 めて大きな役割を果す と考えられる。従来の観

光はこの需要予測がもっとも弱く,宿 泊,空 港,旅 客

船など出入 りが明快な行動は捕らえられても,イ ベン

トや 日帰 りの観光客,観 光 とそ うでない行動の区別が

しにくい行動がある。例えば質の良い物品の買い物,



おいしいレス トランにわざわざ東京から札幌まで行 く

事は観光と考えられるが,隣 町のおいしいお煎餅屋 さ

んは観光 として数えるかどうかはっきりしていない,

などこれ ら予測はあま り考えてこなかった。需要を予

測する意味は,来 街する人に対 して どの程度の道路 ・

交通 ・宿泊施設を用意するか,あ るいは食材 ・土産な

どをどの程度の量を用意するかなどの準備のためにも

大切である。

こうした需要の予測から維持 ・管理までは以下の6

つの段階がある。①需要予測:調 査 ・分析 ・予測モデ

ルの構築,② 計画 ・設計:需 要に基づいた計画を立て

ることや,交 通施設の設計をおこなう,③ 計画案の代

替案の評価:計 画 した案の何を選択するか評価する段

階 ④事業化 ・運営に着手:計 画で妥当だ と認められ

た計画案を実際に事業を行 う,あるいは運営する段階,

⑤計画や運行の事後評価:す でに実施 した計画が適正

だったか事後の評価を行い,今 後の再整備計画などに

役立てる,⑥ 維持 ・管理,と いった手順 を追 うことが

必要である。

11.観 光のユニバーサル デザ イン

2.1観 光 とは何か?

観 光 とは何か?中 国の易経の定義 によれ ば 「観国之

光」である。つ ま り 「国(そ の土地)の 光(優 れてい

る事象)を 観 る」 ことで あ る。 また,観 光 は英語 の

tourismと い う言葉 もあ り,ツ ー リズム とは興行 ・出稼

ぎ以外の商用旅行 を含 めた観光 のこ と。 円を書 く道 具

を意 味す るラテ ン語(tornus)を 語源 とし,周 遊 を意 味

す るツアー(tour)に 行動,状 態,主 義な どを表 す接尾

辞イズム(-ism)の 付いた言葉 である。観 光 とレクリエ

ー シ ョンは
,観 光=宿 泊 を伴 う,レ ク リエーシ ョン=

宿泊 を伴わない,な どもあるが,現 代 で こ うした定義

自体 も,再 考す る必要が ある。 なぜ な ら,特 に大都市

圏では短 時間観光(数 時間の見学,午 前 中だけ,午 後

だ け,夕 方 か ら夜 にか けて)や 日帰 り観光 が少 なか ら

ず見 られ るが,統 計的に極 めて捕 らえに くい。例 えば

溝尾氏 によれ ば浅草のサ ンバカー ニバル参加者が主催

者発表 では35万 人であったが,実 際にカ ウン トした ら

7万 人 であった。 つま り,正 確 に数 えないで ,昨 年 の

数 な どを参考 に推定す ることか らこうした違いが起 こ

って くる。

以下 に観 光の定義 を概略述べてお く6)。

①井上萬壽蔵

人が 日常生活圏を離れ,再 び戻 る予定で,レ ク リエ
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一シ ョンを求 めて移 動す る こと
。

② 日本の観 光の定義

日本の観 光の定義(観 光政策審議会1969年)は レジ

ャー を個人の 自由時間,あ るいはその時間における余

暇利用の行 為 と定義。 レジャーの 中に レク リエー シ ョ

ンとそ うでない ものがあ りレク リエーシ ョンを レジャ

ーの中で鑑賞 ・知識 ・体験 ・活動 ・休養 ・参加 ・精神

の鼓舞等,生 活 の変化 を求 める人間の基本的欲求 を充

足す る行為 としてい る。

その後 の観光政策審議会(答 申第39号,1995年6

月2日)」 の 「今後 の観光政策の基本的 な方向について」

では,観 光の定義 を 「余暇時間の中で,日 常生活 圏を

離れて行 う様々な活動 であって,触 れ合い,学 び,遊

ぶ とい うことを 目的 とす るもの」とし,「時間」,「場所 ・

空間」,「目的」の3つ の面か ら規定 し,余 暇時間を強

調 した。 その5年 後 には,「21世 紀初頭 における観光

振興方策 について」(答 申第45号,2000年12月1日)

の観 光の定義 は,「単なる余暇活動の一環 としてのみ捉

え られ る ものではなく,よ り広 く捉 えるべ きである。」

として,余 暇時 間に限定 した考え方 を修正 してい る7)8)。

③世界観光機関(WTO)の 観 光の定義

訪 問の主要 な 目的が,訪 問国内で報酬 を得 るための

活動 を行 うこと以外の者 で,1泊 以上12ヶ 月 を超 えな

い期 間,居 住国以外の国で通常 の生活環境を離れ て旅

行す る人。 さらに,人 が 日常生活圏 を離れ,再 び戻る

予定で,レ ク リエーシ ョンを求 めて移動す ることとし

てい る。 また,WTOの ツー リス トの定義は,24時 間

以上,そ して最長1年 以 内の期 間,居 住地を離れ て再

び居住地に戻 る人 と定義 してい る。旅行 目的には レク

リエーシ ョン,ホ リデイ,ス ポー ツ,ビ ジネス,会 合,

会議,研 究,友 人 二親戚訪問,保 養,宗 教,伝 道 をあ

げている9)。

以 上の ことか ら,観 光の定義が少 しずつ変化 し,拡

大 の方 向にあ り,ま た,時 間 ・空間 ・観光対象な ども

時代 の変化 に左右 され る可能性 がある。そ の点で,観

光 は弾力的で総合的な対応 が不可欠 な領域 である。

2.2観 光ユニバーサルデザインの基本要素

観光か らみたユニバーサルデザイ ンは,「観 光におけ

る観光行動の円滑性 」 と 「旅行 にお けるゆ と り」 とし

て表2に ま とめた。

(1)「観光行動 の円滑性 」

ユニバーサル デザイ ンの7原 則で不足す る基本要素

を旅行行動 に当てはめる と,① 多様性,② 簡潔性,③

旅 の連続性,④ 旅 の持つ情動性,⑤ 価格 の合理性,な



どが新 たに加 わる。 これ らの要素は旅 を しやす くす る

要素 と考え られ る。 この円滑性は,受 け入れ側 におい

て多用 な人,例 えば障がい者 ・高齢者 ・外国人 な どに

対 して も対応す ることだが,い くつかの都 市で対応 し

てい るに過 ぎない。 例えば,障 害者 に対 しては高山市

や伊勢のNPOな どが積極的な取 り組み を してい る。

表2観 光のユニバーサルデザイン基本要素

観 光のユニバーサルデ
内 容

ザインの基本要素

観 光 ①多様性 い ろいろな旅 の楽 しみを

行 動 味 わ え る:Diversity

の 円 ②簡潔性 分か りやす い情報整備 を

滑性 行 う:Simplicity,Easy

③旅の連続性 途 中で途切れ ない旅がで

き る:Seamless

④旅 の持っ情 旅 の感動 ・印象 の醸 成:

動性 Emotion,Impression

⑤価格合理性 旅 の商品価 格 と商品内容

の 一 致(CostPerformance)

観 光 ⑥ 空間的余裕 車いす ・杖 の備 える:Wide

に お の確保 space

け る ⑦時間的余裕 ゆ っ く り した 時 間 の流 れ

の ゆ の確保 を 得 る こ と:Slowtourism

と り ⑧ 心 を豊 か に 見 る,聴 く,触 れ る,味 わ

する旅(五 感を う,匂 うな ど感性や 美的感

刺激する) 覚な どの五感 による楽 し

み:Fivesenses,Sensitive

注)草 薙の提案を筆者が参考に再構成した

に分 けられ る。

(1)旅行者 のステ ップ

旅行者の行動 の手順 は図2に 示 した3段 階が考 え ら

れ る。

Step1:事 前 準 備 宿 泊 ・交 通 の確 保,現

地 での移 動 の情 報 を確 保

Step2:出 発 地 か ら 目 的Step2;他 の 目 的地 へ の 移 動

地:移 動 の コー ディネー ト 目的 地 か ら帰 宅 の 移 動

(2)「観 光におけるゆ とり」

慌 しい生活か ら離れ てゆ とり(スmラ イ フ,ゆ っく

り滞 在 し疲れ を取 りリフ レ ッシュす る)を 重視す る こ

とは観光 の基本的な要素であ る。 そのためには,⑥ 空

間的余裕 の確保,⑦ 時間的余裕 の確保,⑧ 心 を豊かに

す る旅(五 感 を刺激 する),な どの 「ゆ とり」要素が不

可欠 である。 また,次 々に観 光地を廻 るブー メラン型

の観 光か ら滞在型 ・体験型 ・文化や歴 史な どの勉強型

にシフ トす るこ ともゆと り観 光の方 向で ある。

川.観 光の主体か ら見 たユニバーサルデザイ ン

3.1旅 行 者 と受 け入れ側の手Jl頁

観 光におけ るユニバーサルデザイ ンの主な ものは①

旅 行者に対す るもの と,② 観光 を受 け入れ る側 の2っ

Step3;到 着 地 での 宿 泊 ・観 光 行 動 ・そ の他

図2旅 行者の行動の手順

Step1事 前準備1

何処に観 光に行 くかを意思決定 し,さ らに観 光地へ

行 く前までの準備 を行 う段階である。

Step2移 動:

出発地か ら 目的地,あ るいは,目 的地か ら帰宅地な

ど出発力 目的地間の交通 の行程で あ り,観 光の一部

をなす ものであ る。

Step3着 地観 光

到着地,現 地での宿 泊 ・観光 ・その他の行動 を行 う

ことで,観 光の 中核 をなす行動領域で ある。一般に

着地観光(destinationtourism)な どと呼ばれ宿泊 ・

観 光地 を探訪す る段 階である。

(2)観光受 け入れ側 のステ ップ

旅行者 を受 け入れ る側 とは,地 域 の行政,観 光事業

者,交 通事業者 な どで ある。 これに対 して旅行者の3

段階 と類似 した体制が必要であ る。受 け入れ は別の言

い方をす る と観光商 品,ユ ニバーサル サー ビス,観 光

ビジネスな どがこれ に該 当す る。

これ か らは今 あ る もの を単に見せ るだけで な く,

人々が見や す く ・来やす い環境 を作 るために観光地域

の宿泊施設 ・観 光資源 ・歩行空間 ・情報 ・多様 なサー

ビスな どを総合 的にマネー ジメン トす ることが求 め ら

れ る。

3.2旅 行者の従前 準備段 階(Step1)

(1)情報:現 地 の事前情報入手の容 易性

観光地の様 々なバ リアが どの程度か,現 地 までの所

4



要時間時間や費用は一般の人に比べて障がい者 ・高齢

者などはどの程度余分に掛かるのかを適切に情報提供

し,自 ら作る観光計画に役立てるステ ップである。 こ

の場合,イ ンターネッ トではホームページ作成におい

て視覚障がい者が読める音声環境の整備,外 国人がわ

かる多言語標表示,車 いす使用者が利用できる トイ レ

や宿泊施設,観 光地の移動環境などの的確なバ リアな

どの情報が必要である。

(2)観光商品

① 多様 な商 品の選択可能性

観 光商 品の選択の可能性 を大 き くす るこ とで ある。

っま り障がい者 ・高齢者 だけの特別 な商品 を作 らず ,
一般 の人が選択す る商品を障がい者 ・高齢者 も選択可

能 にす ることであ る。 また観光商品が外国人 にも選択

可能 にす ることである。例 えばロン ドン交通では外 国

人が現金で支払 うと初乗 り料金が4ポ ン ド(1000円)で

あるものをオイ スターカー ドを利用すれ ば300円 台で

利用で きる。 しか し外国人が購入す る場合 にはかな り

難 しい。 オイスターカー ドを入手す るためには ロン ド

ン市内数箇所 と空港な ど限定 した場所 で申 し込 まない

と入 手できない。 また,日 本 の冬の東京一 札幌 の航空

券は一流 ホテルを2泊+往 復航空券 が4万 円にみたな

い。(札幌往復4～6万 円ホテル を入れ ると10万 円程度)

これ も,10日 以上以前にイ ンターネ ッ トによる購 入な

どで 可能 となが,外 国人が購入 できるか どうか難 しい。

さらに障がい者 ・高齢者 が一般 の旅行商品 を購入 して

もバ リアフ リー対応 にはなってない ことが多い。

②料金の同等性

数年前冬の北海道 の旅(富 良野 ・旭川周辺)と 題 し

て,車 いす使用者 の旅行実験 を社団法人北海道 開発技

術セ ンター(DEC)が 行った。 その結果,一 般 の健

常者 が2泊3日 で6～7万 円で済む ところ車 いす使用者

は20万 円程度かかっていた。それ は既存 の公共交通機

関を使 えないことでSTサ ー ビス(ス ペ シャル トラン

スポー トサー ビス:高 齢者 ・障がい者専用の交通手段 ,

例 えば リフ ト付車両)を 利用せ ざるを得ない ことによ

る。

米 国のADA(障 がいを持つ アメ リカ国民法1990

年)で は一般 の公共交通 の利用 に困難 を伴 う障がい者

は公共交通の2倍 を超 えてはな らない と規定 し,過 度

な運賃負 担の軽減 に努 めてい る。 これは 日常生活 のこ

とだが,観 光旅行 について も同 じことが考 え られ る。

3.3広 域移動:観 光地の移動 ・観光地間の移動(Step2)
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広域移動とは,自 宅から目的地など観光地まで移動,

観光地から他の観光地への移動,観 光地からの帰宅な

どがある。

観光地の選定において,観 光地の魅力度 アクセス

条件や コス トによって大きく左右される。観光地の選

択 としてプラスの要素 として働 くのが観光地の魅力度

(行きたいと思 う程度)が ある。アクセス条件やコス

トは,総 所要時間と総費用,つ まり宿泊を必要 とする

か,移 動時間が どの程度かかるか,費 用はどの程度か

かるか,予 定する公共交通利用 とレンタカー利用の場

合,時 間 ・費用に見合った利便性が得 られるか,な ど

のコス ト・時間に規定される。

この段階は,予 定する時間と費用を前提としながら

観光地の行 きたい箇所 との総合的検討の うえに選択を

する。 この点からも適切かつ具体的な情報が最 も必要

な陵階である。

3.4観 光地の 対応(Step3)

(1)観光資源の保 存 と活用

観光資源 のアクセ ス環境 向上において特 に細心の注

意 を払 わな くてはな らないのは歴 史的建造物や 自然地

形 な どの形状や状態 に大 きな歴史 的 ・文化的価値,自

然や環境的価値な どを置 く場合で ある。

この場合,第 一は,歴 史や 自然 な どの価値に どの程

度の評価 を与 えるかである。 この場合,歴 史的建造物

な どは歴 史に精通 している人 の評価 と建造物の専門家

による評価 が必 要である。第二は,歴 史や 自然につい

て,一 般観 光客に何処 まで アクセス を許容す るかであ

る。 これ は歴史や 自然 の活用の部分を評価 し,入 場可

能 な空間的領域や 開放すべ き時間 を決 め ることである。

第 三は車いす使用者 を中心 とす るアクセス確保 の問題

である。特 にこのア クセス確保 においてはわが国の経

験 は少 な く,浅 草の浅草寺の よ うに,エ レベー ター を

浅草寺 のデザイ ンに合わせて うま く導入 した例 と,長

野 の善光寺の よ うに大きなス ロープをデザイ ン とは無

関係 につ けた ものがあ る。 これ は歴史的 な建造物 とし

て相応 しい整備 か ど うか評価 が分 かれ る ところであ る。

これ らは歴 史的建 造物 のバ リアフ リー整備 が明確 な指

針 が無 く行 われ ているこ とを意味す る。

1)パ リのルー ブル博物館のエ レベーター

ユニバ ーサルデ ザイ ンの事例 と して ,ル ーブル博物

館 のエ レベ ーター は,回 り階段 とその 中心の円筒状 の

エ レベー ターのハーモニーがデザイ ン的に特 に優れ て

いる。

2)英 国のクイー ンズハ ウス



例 えば英国のイ ング リッシ ュ ・ヘ リテイジ(英 国の

歴史 的遺産)な どの経験は これか らである。大塚毅彦

氏 による と,英 国の対応 はバ リアフ リーの内容 を決 め

るに当たって,ク イー ンズハ ウス(ロ ン ドン ・グ リニ
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観 光地のア クセ ス環境 向上 においてはバ リアフ リー

環境 を整備 す ることと,一 般 の人 ・障がい者 ・外 国人

にも分か りやすい図記号 ・標示 ・地図(以 後 「サイ ン」

と呼ぶ)を 整備す ることが大切 である。多 くの都 市を

見てもサイ ン環境 はかな り不十分 である。い くつか筆

者 が経験 した事例 を挙げてお く。

① ローカル アクセス環境

海外や 日本 で始 めて行 く都 市な どの交通手段 の利用

の仕 方が分 か らず,利 用 までに余計な時間を費や した

ことは少 な くない。場合 によ り手がか りがつ かめず利

用 を断念す るケー スがバ スやパ ラ トランジ ッ ト(バ ン

コクのベチャ ・トク トク)で 特 に多い。 その場合,路

線 と料金が大きな問題で ある。

一方
,循 環観 光バス,鉄 道,ト ラムな どは初めての

都市で も比較的わか りやす く利 用 しやす い。

また,車 いす使 用者 がタクシーで移動す る事 が可能

澁
鋤

写真1ル ーブル美術館のエレベーター

ッジ付近)で は,建 築 のアクセ スの専門家,歴 史の専

門家,障 害 当事者の三者 を交えて どのよ うなバ リアフ

リー の対策 にす るかを議論 して決 める方策 が採 られて

い る。

そ の結果,外 見 は全 く変わ らず召使 の部屋だ った地

下か ら入 りエ レベー ターで1,2,3階 に移動す る解決

策 が とられ た。 ここで特質すべ き点は障がい当事者 も

建設 的な意見 を述べてい ることである。

以 上の点 か ら観光資源の一般的な保存 と活用 はも と

よ り,障 がい者 ・高齢者 のア クセス計画を策定す る仕

組 みが今後 不可欠 となる。
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写真2英 国クイーンズハウスのバ リアフリー

(2)観光地 のア クセス環境 向上

写真3長 崎グラバー邸のローカルアクセス

な都市 は,ロ ン ドン,マ ンチェスター,バ ー ミンガム,

サンフランシスコな どであ り,ス ロープつ き流 しのタ

クシー が整備 されてい るが,日 本 の都市 はほぼ全滅 に

近い。

3)長 崎 グラバー邸の斜行 エ レベー ター

坂道 のまちの対応で斜 光エ レベ ーター によ り地域の

人のモ ビ リテ ィ と観光地のア クセスの両面 を確保 した

ものがグラバー邸のエ レベ ーター である。

②案内 ・情報 システ ムの構 築

観 光地の歩行支援 と図記号 ・標 示 ・地 図,ハ ンデ ィ

な地図な どの案 内情報 システ ムの構築が観 光まちづ く

りの重要な要件 である。観光地内での移動 支援 として

の現地マ ップやサインな どによって,目 的地ヘ アクセ

ス しやすい環境にす る ことである。筆者 が経験 した問

題事例 をい くつか紹介す る。
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・ 現在地がかかれ てない地 図(ト リノ市):こ のため

に 自分 の居場所 を発見す るのに,付 近 を歩 いてか

ら再び地図を見た りして,確 認 に30分 かかって し

まった。

・ 地図が進行方 向 と逆(パ リ市);サ イ ンの専 門家 さ

え間違 うほ どであ った。 このた めに地下鉄駅 の方

向 と逆の方向に歩いて しまった。打合せにやや遅

れた。

・ サイ ン ・地 図が無いために迷 う(ミ ラノ市):地 下

鉄 をあがって街 に出た ときに 自分が何処にい るの

か全 く見 当がつかず反対方 向に歩いて しまった。

4)金 沢市 の地図

金沢市の案 内図は多言語標示,日 本語,英 語,韓 国

語,中 国語 な どを標示 し,多 くの外 国人 を意識 して案

内図 を作成 している。おそ らく,欧 米の案内 よ り優れ

てい ると考え られ る。米国 ・欧州 とも 日本語の案内図

は皆無で,多 言語表示 もあま り見 るこ とはできないの

が現状である。

写真4金 沢市の案内図

観光地内での移動 と様 々な施設等のア クセス環境 向

上,ロ ーカルな図記号 ・標示 ・地図,ハ ンデ ィな地 図(観

光地 内での移動 支援 としての現地マ ップや サインな ど

によって 目的地へ のアクセス環境 向上 を行 う。

(3)観光のサー ビス

観光地における案 内 ・見物 ・宿泊 ・お 土産 の購入 ・

次 の観 光地への情報提供な どのサー ビスに より旅行者

の満足度 を高める対応であ る。

lV.お わ りに

観 光のユ ニバーサルデザイ ンについて考 え方 を整理

してみたが,ユ ニバーサル デザイ ンの対象 は幅広 くす

べてを取 り扱 えなか った。 例えばユニバーサルサー ビ

7

ス,宿 泊施設 な どの建築物,道 路 ・鉄道駅 な どのデザ

イ ンの詳細 な どである。 さ らに観 光地 の地域 ・地区の

観 光計画 も今後の課題 として残 されてい る。

またユ ニバーサルデザイ ンと深 く関連 してい る交通

バ リアフ リー新法は 日常生活 の施設 を中心 に対象(具

体 的には道路 公共交通施設 ・車 両,建 築物,公 園,

駐車場 な ど)と してい るために,必 ず しも観 光地や観

光行動 に適 した法律や ガイ ドライ ンになっていない。

今後 は,非 目常の観 光地や観光行動 にどの よ うに拡大

して行 くかが課題 である。
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